
　
　
　
第
十
一
巻
　
　
維
　
纂
　
　
護
　
磐
　
漫
　
錐

此
の
考
に
醸
し
て
賛
否
を
表
す
る
こ
ご
を
差
添
え
て
、
今

は
之
を
讃
者
の
判
断
に
「
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
や

擁
鞄
郎
ち
目
暮
鍵
こ
い
ふ
部
族
は
唐
の
開
元
時
代
に
於
て

管
棘
連
可
汗
や
面
々
勤
の
碑
文
の
突
斜
文
で
書
か
れ
た
も

の
、
中
に
見
え
る
や
う
に
、
金
時
三
十
部
ご
か
九
部
ご
か

“
箭
内
博
士
は
軍
に
此
の
碑
文
に
三
十
風
定
霧
霧
の
名
が

見
え
る
事
を
暴
げ
た
が
、
實
は
其
の
外
に
も
8
ρ
轟
轟
鍵

師
ち
九
部
日
象
霧
の
名
も
見
え
て
居
る
U
鍛
へ
ら
る
、
も

の
が
あ
り
、
逡
金
時
代
に
も
元
朝
秘
史
に
名
の
見
え
る
四

部
、
ラ
シ
ッ
ド
の
記
せ
る
六
部
遼
史
に
見
え
る
九
部
な
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
．
六
入
　
（
五
七
二
）

が
あ
り
、
そ
う
し
て
此
等
遊
牧
部
族
の
蔓
穂
髄
罪
な
ざ
は

甚
だ
鋼
じ
易
か
ら
ざ
る
も
の
で
、
阻
撰
の
如
き
も
或
は
元

の
重
臣
が
鍵
遡
の
名
を
避
け
て
、
北
入
の
問
に
蓮
用
さ
れ

だ
三
面
の
別
名
を
用
み
た
も
の
に
露
な
ら
ぬ
で
は
な
い
か

ご
考
へ
見
る
の
も
叫
つ
の
広
々
の
方
法
で
あ
ら
う
こ
い
ふ

こ
ご
を
附
記
す
る
に
止
め
た
い
。

　
（
工
）
　
大
正
四
年
十
二
月
、
東
京
帝
國
大
賢
交
科
大
學
刊
、
　
講
鮮
地
理

　
　
　
　
歴
史
研
究
報
皆
第
壼
。

　
（
2
）
　
大
正
七
年
十
二
月
、
同
上
第
五
〇

賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

　
　
　
剛
、
緒
　
　
言

　
　
　
あ
　
な
　
ふ

吉
野
の
町
名
生
動
、
南
朝
七
年
間
の
皇
居
の
地
で
あ
る

大
　
西

源

一

後
村
上
天
皇
は
正
李
三
年
の
正
月
か
ら
同
九
年
の
十
月
ま

で
、
、
此
の
行
宮
に
お
は
し
ま
し
た
。
北
朝
の
光
嚴
、
光
朋
、

隻
。
、
、
ぐ



崇
光
三
上
皇
及
び
東
宮
直
仁
親
王
も
、
正
雫
七
年
の
六
月

か
ら
同
九
年
の
三
月
ま
で
、
賀
名
生
に
移
さ
れ
て
お
い
で

に
な
っ
た
。
賀
名
生
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
南
朝
の
歴

史
上
、
吉
野
山
に
亜
ぐ
重
要
な
所
で
あ
る
が
、
其
の
地
に

皇
居
を
遷
さ
れ
た
理
由
ご
、
其
の
皇
居
の
位
畳
ご
に
つ
い

て
は
、
風
趣
ま
だ
論
じ
盤
さ
れ
て
る
な
い
や
う
で
あ
る
○

私
は
昨
年
の
春
、
伊
勢
か
ら
草
薬
が
け
で
吉
野
山
に
登
り

進
ん
で
心
逸
生
ま
で
行
っ
て
見
た
。
四
月
七
日
に
は
、
賀

　
　
　
　
　
じ
よ
う
で

名
生
の
奥
の
城
邦
を
禺
亡
し
て
、
南
朝
に
關
係
あ
る
吏
蹟

の
殆
ご
総
て
を
踏
査
し
、
夕
方
五
條
ま
で
毘
た
。
今
其
の

踏
査
の
結
果
を
基
礎
ご
し
て
、
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

の
卑
見
を
獲
表
し
や
う
Q

一、

繿
迪
崧
V
皇
の
賀
名
生
行
幸

　
に
つ
い
て

　
賀
名
生
の
地
ご
南
朝
こ
の
關
係
を
考
へ
る
に
は
、
ご
う

し
て
も
後
醍
醐
天
皇
吉
野
山
行
幸
の
初
め
ま
で
渤
ら
ざ
る

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

を
得
な
い
。
信
ず
べ
き
史
料
の
示
す
所
に
從
へ
ば
、
天
皇

が
花
山
院
を
脱
出
遊
ば
さ
れ
た
の
は
、
延
元
々
年
十
二
月

廿
「
日
で
あ
る
が
、
京
都
か
ら
吉
野
山
へ
何
の
路
を
取
ら

せ
ら
れ
た
か
ご
云
ふ
こ
ε
を
考
へ
て
見
る
ご
、
史
料
の
上

に
現
れ
た
所
で
は
、
少
く
も
二
つ
の
路
線
が
想
像
さ
れ
る

先
づ
太
食
堂
に
よ
る
ご
、
梨
間
の
宿
を
経
て
璽
日
の
暮
に

ヘ
　
　
へ

内
山
へ
御
到
着
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
賀
名
生
を
繧
て
吉
野

山
へ
行
幸
あ
ら
せ
ら
れ
た
こ
ご
に
な
っ
て
み
る
。
然
る
に

天
野
山
金
剛
寺
古
記
に
は
「
十
こ
月
廿
三
日
帝
王
入
御
阿

那
宇
、
同
廿
八
日
、
吉
野
行
幸
給
」
ご
あ
っ
て
、
之
を
紳

皇
正
統
記
に
「
同
十
二
月
に
怨
て
都
を
冷
ま
し
く
て
、

河
内
國
に
正
成
ご
い
ひ
し
が
】
族
等
を
め
し
く
し
て
、
芳

野
に
い
ら
せ
給
ひ
ぬ
」
ご
云
ひ
、
如
是
院
年
代
記
に
「
十
二

月
、
帝
從
楠
木
一
類
、
潜
入
芳
野
」
と
記
し
た
の
に
屡
考

す
れ
ば
、
天
皇
は
京
都
か
ら
河
内
の
楠
木
氏
の
赤
坂
城
へ

御
着
に
な
b
、
更
に
楠
木
氏
の
謹
衛
兵
を
從
へ
さ
せ
ら
れ

て
、
賀
名
生
を
経
て
吉
野
山
へ
遷
幸
に
な
っ
た
も
の
こ
思

　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
m
悶
続
　
　
　
　
山
口
九
　
（
五
七
三
）



！　
　
　
第
十
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

は
れ
る
。
そ
こ
で
此
の
爾
説
の
何
れ
が
正
し
い
か
ご
云
ふ

　
こ
ご
を
考
．
へ
て
見
や
う
。

　
先
づ
豪
華
記
に
見
え
る
梨
間
の
宿
ご
云
ふ
の
が
、
今
の

關
西
線
の
京
都
奈
良
線
の
長
池
、
玉
水
爾
騒
の
中
間
に
な

　
る
。
そ
れ
か
ら
内
山
は
、
櫻
井
線
の
丹
波
市
騨
が
ら
東
方

山
寄
り
一
璽
程
の
所
で
、
石
上
謙
卑
の
つ
い
側
に
、
維
新

前
ま
で
内
山
永
久
寺
ご
辮
す
る
修
験
遊
の
寺
院
が
あ
っ
た

そ
こ
の
こ
ご
を
云
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
然
る
に
此
の
時

の
天
皇
最
後
の
殺
到
着
地
職
が
吉
野
由
で
あ
っ
て
屋
る
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

丹
波
市
附
近
か
ら
賀
名
生
へ
寄
っ
て
お
い
で
に
な
る
こ
ご

は
甚
し
い
迂
回
に
な
る
。
尤
も
太
夢
合
に
品
名
生
へ
御
着

の
蒔
の
こ
ご
を
記
し
て
「
夜
ノ
曙
二
大
和
國
型
名
生
ト
出

所
ヘ
ソ
影
野
有
セ
給
ヒ
ケ
ル
、
此
所
ノ
有
楼
、
里
遠
シ
テ
入

煙
幽
二
、
山
深
シ
テ
鳥
ノ
盤
モ
稀
ナ
ソ
、
柴
ト
云
物
ヲ
カ

　
コ
ヒ
テ
家
ト
シ
、
芋
野
老
ヲ
掘
タ
、
世
ヲ
渡
ル
計
ナ
レ
ハ
、

皇
居
二
成
ヘ
キ
所
モ
ナ
ク
、
供
御
二
備
…
フ
ヘ
キ
蹴
ハ
儲
モ
尋

　
ヵ
タ
シ
、
角
タ
ハ
如
何
有
ヘ
キ
ナ
レ
山
、
吉
野
ノ
大
衆
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
始
○
　
（
五
七
四
）

語
ヒ
テ
鴛
ヲ
入
墨
ラ
セ
ン
ト
思
ヒ
テ
、
景
繁
蜘
翔
蟻
暴
期
吉

附野

ﾖ
行
・
同
ヒ
、
巌
田
寺
ノ
宿
…
黒
風
口
水
法
印
二
食
由
［
ヲ
由
・
ケ
レ

ハ
、
満
…
山
回
ノ
・
衆
仲
促
ヲ
職
鵬
ヒ
、
冊
腰
王
堂
鼻
取
旗
會
シ
テ
流
曾
議
シ

ケ
ル
」
ε
云
っ
た
の
を
見
る
ご
、
天
皇
は
宛
然
た
る
流
浪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
御
身
で
、
何
の
あ
て
も
な
し
に
賀
名
生
へ
い
ら
せ
ら
れ

た
厨
が
、
荒
凍
た
る
山
間
の
地
で
、
如
何
こ
も
な
さ
れ
難

か
っ
た
か
ら
、
更
に
使
を
派
し
て
吉
野
の
衆
徒
を
語
は
せ

ら
れ
、
衆
徒
が
大
命
を
奉
じ
た
が
食
め
に
、
愈
吉
野
山
へ

行
幸
ご
云
ふ
こ
ご
に
な
っ
た
や
う
に
見
え
る
が
、
そ
ん
な

間
の
殻
け
た
こ
ご
の
あ
ら
う
筈
が
な
い
。
天
皇
が
俳
勢
の

北
畠
氏
ご
河
内
の
楠
木
氏
ご
を
左
右
翼
翼
こ
し
て
、
吉
野

山
に
南
朝
を
打
ち
立
て
さ
せ
ら
れ
る
こ
ご
は
、
か
ね
て
よ

り
元
老
の
親
房
公
あ
た
り
ご
御
相
談
の
上
で
、
秘
密
裡
に

其
の
御
芝
露
を
進
め
て
ゐ
ら
れ
た
の
で
、
も
こ
一
豫
定

の
行
動
を
取
ら
せ
ら
れ
π
も
の
こ
思
ふ
。
此
の
こ
ご
は
親

房
公
が
警
急
正
統
記
に
花
山
院
入
御
の
時
の
こ
ε
を
記
し

て
「
十
月
十
臼
の
比
に
や
、
山
門
よ
り
還
幸
、
い
ε
淺
猿

、
く



か
り
し
事
こ
も
な
れ
ご
、
猫
行
末
を
思
し
召
す
溢
あ
り
七

に
こ
そ
」
ビ
云
っ
た
の
を
見
て
も
、
大
県
の
想
像
は
つ
く

の
で
あ
る
。
猶
親
房
公
の
考
へ
で
は
、
伊
勢
の
方
へ
行
幸

を
仰
ぐ
つ
も
り
で
あ
っ
だ
ら
し
い
こ
ご
が
、
翌
る
延
元
二

年
の
正
月
一
日
付
で
奥
州
の
結
城
宗
廣
卿
に
遺
っ
た
書
簡

中
に
「
爲
被
果
御
願
、
可
幸
勢
州
之
歯
被
仰
無
下
」
ご
あ
る

に
よ
っ
て
想
像
さ
れ
る
が
、
其
の
伊
勢
行
幸
が
實
現
さ
れ

す
し
て
、
吉
野
山
に
御
駐
躁
に
な
っ
た
こ
ご
は
、
一
つ
に

は
河
内
の
楠
木
氏
ご
の
關
係
に
よ
る
こ
ビ
で
あ
っ
た
ご
考

へ
ら
れ
る
。

　
右
の
次
第
で
あ
る
か
ら
、
天
皇
が
内
山
永
久
寺
を
経
て

吉
野
山
へ
行
幸
に
な
っ
た
も
の
ご
す
れ
ば
、
其
の
御
順
路

は
、
柳
本
、
三
輪
、
櫻
井
を
経
、
多
武
蔵
越
を
上
市
方
面

に
出
で
、
櫻
の
渡
を
渡
っ
て
飯
貝
か
ら
吉
野
山
へ
登
ら
れ

る
か
若
く
は
櫻
井
か
ら
右
し
て
飛
鳥
を
過
ぎ
、
高
取
か
ら

壷
坂
越
を
六
田
の
渡
に
毘
ら
れ
る
か
、
此
の
二
つ
の
内
の

何
れ
か
を
御
逸
り
に
な
る
筈
で
あ
る
。
内
山
か
ら
吉
野
へ

　
　
　
第
十
唱
谷
　
　
雑
纂
…
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

往
く
に
五
六
里
も
西
へ
寄
っ
て
、
紀
州
界
の
賀
名
生
ま
で

む
迂
回
せ
ら
れ
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
ご
う
も
太
孕
記

の
記
事
は
、
地
理
に
合
は
ぬ
。
尤
も
太
思
考
に
よ
る
ご
、

元
弘
元
年
に
天
皇
笠
置
山
を
御
没
落
の
時
に
も
、
一
時
此

の
永
久
寺
に
入
ら
せ
ら
れ
π
や
う
で
、
天
皇
に
は
深
い
御

線
故
の
あ
る
所
の
や
う
に
は
思
は
れ
る
が
、
吉
野
行
幸
の

御
途
上
、
此
の
所
を
御
民
り
に
な
っ
た
こ
云
ふ
こ
ご
は
、

信
用
し
兼
ね
る
。
私
は
先
年
、
其
の
永
久
寺
の
趾
へ
往
っ

て
見
た
こ
ご
が
あ
る
。
か
ね
て
大
和
名
所
圃
會
な
ざ
を
見

て
、
堂
々
π
る
大
寺
院
で
あ
っ
た
こ
ご
を
知
っ
て
み
た
が

朋
治
維
新
の
際
に
寺
領
を
失
っ
て
全
く
磨
滅
し
、
今
日
昔

を
偲
ぶ
何
物
を
も
存
せ
す
、
唯
雑
草
が
野
々
こ
し
て
茂
っ

て
み
る
の
み
で
あ
っ
た
。

　
太
李
記
の
内
山
永
久
寺
行
幸
説
は
、
全
く
一
個
の
塞
中

楼
閣
で
あ
る
が
、
賀
名
生
へ
行
幸
に
な
っ
た
こ
ご
は
確
か

で
あ
る
。
此
の
こ
ε
は
太
李
記
の
み
な
ら
す
、
梅
松
論
に

も
「
去
程
に
君
は
大
和
國
あ
な
ふ
ご
い
ふ
山
中
に
御
座
の

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
二
幅
　
（
五
七
五
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
雑
纂
　
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

よ
し
聞
え
し
か
ば
、
名
詮
良
性
然
る
可
ら
す
ご
ぞ
ロ
々
に

串
け
る
」
ε
見
え
る
か
ら
、
疑
ひ
の
な
い
事
實
で
あ
る
。

唯
奨
の
賀
名
生
ま
で
の
御
髪
筋
が
、
太
李
記
な
ご
の
云
ふ

所
ご
は
大
分
相
違
が
あ
る
の
だ
．
故
藤
田
明
氏
の
説
に
よ

る
ご
、
天
皇
は
廿
二
田
の
巳
の
刻
に
法
隆
寺
へ
着
せ
ら
れ

て
御
製
飯
を
召
さ
れ
、
未
刻
に
出
御
あ
ら
せ
ら
れ
て
、
河

内
の
東
條
な
る
楠
木
氏
の
根
蝶
地
に
向
は
せ
ら
れ
た
。
河

内
か
ら
は
金
剛
山
の
南
の
千
早
峠
を
越
え
て
、
今
の
大
和

宇
智
郡
な
る
五
條
町
に
出
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
賀
名
生
へ
入

．
御
の
御
順
路
で
あ
ら
う
と
云
っ
て
居
ら
れ
る
が
、
如
何
に

も
藤
田
氏
の
言
は
れ
た
響
で
あ
ら
う
患
ふ
。
堰
讐

鰍孟

t慨

悼ﾛ

ﾋ吻

W階

氓
ﾌ
時
天
皇
が
河
内
へ
行
幸
に
な
っ

た
こ
ご
は
、
前
に
も
引
い
た
親
房
公
か
ら
結
城
宗
廣
卿
に

遺
っ
た
書
状
中
に
「
主
上
出
御
京
都
、
幸
河
内
東
條
」
ε

あ
る
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
。
先
づ
河
内
の
安
全
地
帯

へ
行
幸
あ
ら
せ
ら
れ
、
更
に
護
衛
兵
を
從
へ
さ
せ
ら
れ
て

吉
野
へ
行
幸
に
な
る
と
云
ふ
こ
ご
も
、
事
前
か
ら
親
房
公

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
七
二
　
（
五
七
六
）

ご
楠
木
氏
ビ
の
問
に
打
ち
合
せ
の
臨
撃
て
ゐ
π
こ
ご
、
思

は
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
説
に
天
皇
が
難
名
生
に
行
幸
に
な
っ
た
の
は
、
高
野

山
へ
行
幸
の
御
雲
叢
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
ビ
云
ふ
。
實

簡
集
に
高
野
山
行
事
の
御
下
命
が
あ
っ
た
が
、
衆
徒
が
拒

ん
で
御
請
け
し
な
か
っ
た
の
を
、
足
利
直
義
が
賞
し
た
建

武
四
年
正
月
四
聖
の
文
書
が
載
っ
て
み
る
し
、
叫
面
賀
名

生
ご
高
野
山
と
の
地
理
的
關
係
か
ら
考
へ
て
、
そ
う
推
定

す
る
こ
ご
も
不
為
理
で
は
な
い
が
、
私
は
高
野
山
と
の
御

交
渉
は
、
花
山
院
御
脱
出
以
前
の
こ
ご
で
、
賀
名
生
へ
行

幸
に
な
っ
た
頃
に
は
、
既
に
高
野
が
命
を
奉
じ
な
い
爲
め

に
．
吉
野
山
へ
行
幸
の
こ
ご
に
確
定
し
て
み
た
も
の
ご
思

ふ
Q
要
す
る
に
正
名
生
行
幸
は
高
野
こ
の
關
係
で
は
な
い
。

南
河
内
か
ら
吉
野
山
へ
赴
か
れ
る
に
、
敵
前
に
暴
露
せ
す

し
て
最
も
安
全
に
劃
遷
し
得
ら
れ
る
路
線
は
賀
名
生
を
経

で
丹
生
川
（
黒
瀧
川
）
の
峡
谷
を
訴
行
ず
る
所
の
山
路
を
措

い
て
外
に
な
い
。
首
邑
生
は
、
即
ち
其
の
御
順
路
に
當
つ

兜，　h



て
る
る
の
で
あ
る
。

二
、
臨
監
醐
天
皇
は
賀
名
生
の
鍛
日
を

　
　
何
の
所
に
御
は
し
ま
し
拠
か

　
天
野
山
金
剛
寺
古
記
に
よ
る
オ
、
後
項
醐
天
皇
は
十
二
月

廿
ご
百
に
阿
那
宇
盤
へ
行
書
な
っ
て
、
廿
合
に
は
も

う
吉
野
山
の
方
へ
御
遷
り
に
な
っ
て
み
る
か
ら
、
賀
名
生

に
御
滞
在
の
日
影
は
、
中
四
日
し
か
な
い
諜
で
あ
る
。
か

、
る
短
時
日
の
問
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
新
に
行
在
所
の
新

設
な
ご
云
ふ
大
袈
裟
な
こ
ご
は
な
さ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ら

う
。
さ
し
あ
た
り
然
る
べ
き
寺
院
へ
で
も
入
ら
せ
ら
れ
た

こ
ε
、
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
南
朝
の
他
の
例
を
見
て
も
、

何
時
も
皇
居
は
寺
院
と
定
っ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る

に
『
吉
野
蕾
事
記
』
ε
云
ふ
も
の
を
見
る
ご
、

　
堀
大
膳
大
夫
信
壕
　
　
　
　
　
　
　
　
在
加
名
生
牛
郷

　
入
皇
九
十
五
代
後
醍
醐
帝
初
加
名
生
谷
臨
幸
ノ
臨
則
和
田
凝
縮

　
山
ア
リ
三
方
者
小
河
廻
帯
二
陣
涯
甚
尖
也
郷
士
以
此
由
蒋
螢
行

　
　
　
第
十
一
谷
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
名
慮
の
行
宮
に
つ
い
て

宮
故
先
以
堀
孫
太
郎
信
壌
館
而
爲
皇
居
宮
成
而
移
住
也
召
孫
太

．
郎
勅
賜
旗
亦
從
四
位
下
大
膳
太
夫
被
任
帝
遷
幸
吉
野
山
孫
太
郎

随
需
有
職
功
華
感
嘆
治
轟
中
華
孫
含
・
醒
竺

堀
又
左
三
門
茶
ト
云
者
ア
リ
鎖
港
治
郎
四
代
之
孫
也
期
又
左
衛

門
家
者
撫
名
生
皇
居
ノ
新
地
也
從
帝
舞
領
髪
諸
品
堀
氏
代
々
至

三
相
傳
ス
皇
唐
之
山
二
有
一
鐘
幅
一
尺
五
寸
長
二
尺
「
寸
五
分

康
、
永
元
壬
午
八
月
日
結
実
勤
一
人
ト
銘
ア
リ
亦
河
内
國
高
輻
寺

｝
ア
リ
。

ご
あ
っ
て
、
和
田
の
孤
山
に
行
宮
を
建
て
ら
れ
る
ま
で
、

堀
孫
太
郎
信
壇
の
家
を
以
て
皇
居
ε
せ
ら
れ
た
こ
ε
に
な

っ
て
み
る
。
元
線
二
年
に
吉
野
苔
三
水
落
主
梁
山
入
幻
碓
瑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ

の
書
い
た
賀
名
生
略
記
に
も
、
こ
れ
ご
同
じ
や
う
な
こ
ε

を
云
っ
て
み
る
。
又
堀
又
”
左
衛
門
由
緒
に
は
、

　
三
組
塀
孫
太
郎
信
壌
代
に
　
後
醍
醐
天
皇
京
都
よ
り
此
所
へ
落

　
さ
せ
比
ふ
此
は
延
元
元
年
十
月
廿
八
日
夜
着
御
せ
さ
せ
給
ひ
當

　
家
を
皇
居
に
な
し
奉
る
然
り
ミ
い
へ
芝
山
里
干
し
萬
事
ふ
？

　
か
成
に
よ
り
て
吉
野
山
の
大
衆
を
か
た
ら
ひ
三
年
＋
二
月
二
十

　
　
嘱
B
罪
跡
へ
行
脚
辛
な
し
奉
る
ε
て
其
“
ぜ
り
堀
孫
太
齢
即
を
岸
上
大

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
七
三
　
（
五
七
七
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て
ド

　
　
膳
太
夫
－
こ
勅
許
を
蒙
り
父
子
共
供
奉
し
蘇
・
る
　
天
皇
は
延
元
三

　
　
㍍
†
八
月
十
・
六
日
崩
獅
噛
正
心
†
…
四
年
　
　
…
後
村
上
一
人
融
王
士
口
野
よ
り
賀
名

　
　
生
へ
遷
幸
の
時
三
胱
御
稗
號
の
御
仁
並
鷹
胴
の
大
籏
を
財
宝
内

　
　
藏
頭
信
通
へ
下
し
給
ふ
其
時
亦
堀
の
家
を
皇
居
ミ
な
し
奉
る
其

　
　
を
り
う
へ
の
山
を
切
ひ
ら
き
黒
木
之
御
所
を
造
立
し
慶
身
震
惜
こ

　
　
印
す
。

ご
あ
っ
て
、
後
醍
醐
天
皇
は
全
然
堀
氏
の
家
を
行
在
所
に

．
な
さ
れ
、
後
村
上
天
皇
も
黒
木
御
所
の
落
成
す
る
ま
で
、

同
じ
く
輪
業
に
御
町
螢
あ
ら
せ
ら
れ
た
ε
し
て
み
る
。
そ

れ
か
ら
和
州
郷
士
記
に
は
「
吉
野
郡
、
阿
野
堀
源
兵
衛
、

加
点
生
村
ト
モ
云
、
後
醍
醐
後
村
上
二
代
皇
居
也
今
二
御

所
ト
云
」
ご
見
え
る
。
郷
士
記
は
寛
永
以
前
の
も
の
で
、

こ
れ
が
堀
氏
の
こ
ご
を
書
い
た
最
初
の
も
の
で
あ
ら
う
ご

故
田
中
義
成
博
士
は
云
っ
て
居
ら
れ
る
。
螺
馴
歴
海

　
和
田
は
帥
ち
賀
名
生
の
告
口
に
位
置
す
る
灰
の
一
部
落

　
で
あ
る
。
其
の
村
の
入
ロ
に
は
酉
の
方
か
ら
延
び
て
湿
た

山
の
尾
根
が
穫
は
つ
て
み
て
、
吉
野
の
奥
の
方
か
ら
賀
名

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
七
四
（
五
七
入
）

生
の
毒
茸
を
流
れ
て
測
る
黒
…
瀧
川
が
そ
れ
に
遮
ら
れ
て
、

甚
し
い
迂
回
を
な
し
て
み
る
。
從
っ
て
尾
根
の
尖
端
は
北

ご
束
ε
南
こ
の
三
方
に
黒
瀧
川
の
流
を
緯
ら
し
だ
形
勝
の

地
で
、
恰
も
賀
名
生
谷
の
醐
門
を
掘
す
る
ε
云
ふ
形
を
な

し
て
み
る
。
即
ち
前
に
引
い
た
吉
野
奮
事
記
に
「
和
田
邑

孤
山
ア
ヲ
三
方
者
小
河
廻
帯
岸
涯
甚
尖
也
」
ε
云
っ
た
の

が
、
此
の
所
の
こ
ご
で
あ
る
◎
宇
智
郡
五
條
町
方
面
か
ら

黒
瀧
川
の
左
（
西
）
岸
に
謂
ふ
て
上
っ
て
來
た
道
は
、
此
の

尾
根
を
越
え
て
、
初
め
て
賀
名
生
の
谷
へ
入
り
込
む
こ
と

に
な
る
。
峠
の
切
出
の
所
か
ら
南
を
望
む
ご
、
賀
名
生
谷

の
主
要
部
が
同
属
に
鰍
下
さ
れ
る
。
峠
か
ら
左
（
東
）
の
方

は
尾
部
の
上
が
拓
か
れ
て
、
李
坦
に
な
っ
て
み
る
Q
昔
し

華
藏
院
と
云
ふ
寺
が
あ
っ
た
ご
傳
へ
ら
れ
る
の
は
、
郎
ち

此
の
李
地
の
上
で
あ
る
。
黒
木
の
御
駕
の
趾
ε
云
ふ
の
も

此
の
慮
の
こ
ご
で
あ
る
。
寺
証
の
東
方
は
、
岩
崖
が
直
に

黒
瀧
川
に
臨
ん
で
歌
ち
、
容
易
に
接
近
が
爵
來
な
い
ほ
こ

で
あ
る
。
既
の
華
藏
院
阯
の
あ
る
丘
脈
が
、
町
名
生
の
谷



を
守
護
す
る
上
に
如
何
に
重
要
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、

地
形
を
一
見
す
れ
ば
、
何
人
に
も
容
易
に
首
肯
さ
れ
や
う

而
し
て
彼
の
堀
氏
の
邸
宅
が
、
直
に
其
の
南
麓
に
接
し
て

建
て
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
華
客
院
の
こ
ご
を
初
め
て
書
い
た
の
は
元
丈
元
年
に
閣

競
衡
が
著
し
た
大
和
志
で
，

離
醐
帝
皇
居
驕
難
諜
鶏
篶
御
心
雌
牛
賭
翻

ご
見
え
る
Q
吉
野
奮
事
記
や
、
此
の
大
和
志
に
記
し
た
康

永
の
古
鐘
は
今
堀
氏
の
所
有
に
塾
し
て
み
る
。
林
海
音

名
の
翻
吉
野
名
勝
誌
に
よ
を
、
明
治
三
＋
三
四
年
の
頃

ま
で
は
、
寺
舐
に
鐘
楼
が
一
宇
逡
っ
て
み
て
、
康
永
の
ε

は
2
4
の
新
し
い
鐘
が
懸
っ
て
み
た
や
う
で
あ
る
が
、
今
で

は
そ
れ
も
な
く
な
っ
て
、
附
近
は
全
く
遊
園
化
し
、
茶
店

が
湿
た
り
し
て
み
る
。
其
の
東
隅
に
、
近
頃
問
題
の
北
畠

親
房
公
の
墓
な
ざ
ご
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
華
藏
院
な
る
寺

院
が
何
の
時
代
に
草
創
さ
れ
、
何
の
時
代
に
贋
滅
七
た
か

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

は
、
固
よ
り
記
録
上
の
徴
謹
が
な
い
が
、
少
く
も
後
醍
醐

天
皇
が
賀
名
生
に
行
幸
あ
ら
せ
ら
れ
だ
延
元
々
年
以
前
か

ら
あ
っ
た
も
の
で
、
天
皇
は
笹
蟹
生
に
於
け
る
数
日
間
を

此
の
寺
内
で
御
過
し
に
な
っ
た
も
の
ご
思
ふ
。
堀
信
増
が

此
の
所
に
黒
木
御
所
を
造
畢
し
奉
っ
た
ご
か
、
後
に
其
の

御
所
鮭
を
紀
念
せ
ん
が
爲
め
に
寺
を
建
て
た
の
が
華
藏
院

で
あ
る
ご
か
云
ふ
傳
説
は
、
固
よ
b
一
顧
に
も
値
せ
ぬ
。

當
時
戦
働
の
世
に
於
て
縄
か
に
数
日
の
御
滞
在
に
黒
木
御

所
な
ざ
を
新
築
し
そ
う
な
こ
ご
が
な
い
。
こ
ん
な
こ
ご
は

常
識
か
ら
考
へ
て
も
、
わ
か
り
切
っ
た
こ
ご
で
あ
る
。
又

聖
蹟
を
紀
念
せ
ん
が
爲
め
に
寺
を
建
て
る
な
ざ
云
ふ
こ
ご

も
、
理
窟
の
通
ら
間
話
で
、
紀
念
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
何

も
態
々
寺
な
ご
を
建
て
る
に
も
及
ば
鍛
。
こ
れ
ら
は
皆
、

泰
李
の
世
の
思
想
か
ら
考
へ
付
い
た
早
言
に
過
ぎ
な
い
。

堀
氏
の
家
は
一
見
し
た
所
、
如
何
に
も
古
郷
士
の
住
宅
を

偲
ば
せ
る
や
う
な
構
へ
で
は
あ
る
が
、
果
し
て
南
北
朝
ま

で
も
上
る
蕉
家
で
あ
る
か
ざ
う
か
分
っ
た
も
の
で
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
七
五
　
（
五
七
九
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
名
血
の
行
富
に
つ
い
て

曝
書
増
な
ざ
、
云
ふ
動
王
家
も
、
　
一
向
賃
量
の
實
録
に

は
現
れ
な
い
入
で
あ
る
◎
美
名
生
の
地
に
後
醍
醐
天
皇
が

行
幸
に
な
り
、
後
に
後
村
上
天
皇
七
年
間
の
行
宮
を
置
か

れ
た
こ
ビ
を
思
ふ
ε
、
こ
、
の
郷
士
等
が
無
二
の
南
朝
方

言
、
忠
勤
を
抽
で
た
こ
ご
は
想
像
が
で
き
る
が
、
そ
れ
が
果

し
で
堀
を
名
乗
る
武
士
で
あ
っ
た
か
ざ
う
か
は
、
何
こ
も

串
し
兼
ね
る
◎
後
醍
醐
天
皇
行
幸
の
時
、
思
慮
の
然
る
べ

き
郷
士
の
家
で
御
休
憩
に
な
っ
た
位
の
こ
ε
は
あ
り
得
る

ご
患
ふ
が
、
そ
れ
が
今
の
堀
氏
の
家
其
の
も
の
で
あ
っ
た

か
如
何
、
勿
論
漸
定
は
出
來
な
い
。
元
來
堀
氏
の
こ
ざ
が

記
録
に
現
れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
後
の
こ

ご
で
、
其
の
以
前
の
も
の
に
は
嘗
て
見
え
な
い
。
殊
に
五

雲
左
衛
門
由
緒
に
延
元
々
年
十
二
月
廿
八
日
聯
名
生
麿
御

こ
し
た
の
は
、
明
か
に
時
日
を
誤
っ
て
み
る
。
要
す
る
に

上
に
掲
げ
た
堀
氏
三
三
の
史
料
は
、
何
れ
も
吏
的
雲
隠
の

乏
し
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
然
る
に
慶
癒
四
年
五
月
朔

日
付
を
以
て
大
関
國
鎮
撫
総
督
麿
か
ら
堀
氏
に
下
し
た
達

　
　
　
　
　
　
　
餓
躍
四
號
　
　
　
　
七
山
ハ
　
（
五
入
○
）

霊
跡
に
は
「
大
和
魂
加
…
名
生
心
堀
孫
太
郎
居
宅
地
邸
往
昔
後

難
醐
天
皇
里
村
上
天
皇
後
塚
山
天
皇
爲
行
在
所
而
麗
先
忠

臣
之
由
ヲ
蚕
豆
弟
君
面
中
六
石
六
斗
三
升
之
租
税
此
度
被

免
候
事
」
と
載
せ
ら
れ
、
明
治
十
六
年
三
月
二
日
付
、
宮

内
卿
徳
大
寺
實
鋼
の
名
を
以
て
、
行
在
所
保
存
金
武
百
園

を
下
賜
さ
れ
た
。
こ
れ
は
愚
説
に
落
し
て
は
過
分
の
恩
典

で
あ
る
が
、
局
外
者
か
ら
し
づ
冷
に
之
を
見
れ
ば
、
堀
氏

の
家
を
古
行
宮
ε
辮
…
す
る
が
如
き
は
（
堀
家
の
長
屋
門
に

は
、
天
華
組
の
志
士
吉
村
寅
太
郎
が
書
い
た
古
行
宮
の
額

が
か
》
つ
て
み
る
）
聯
か
暦
越
で
は
あ
る
ま
い
か
ε
思
ふ

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
【

　
私
は
堀
氏
｝
門
が
大
な
る
誇
ε
す
る
後
醍
醐
天
皇
行
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

所
の
愚
説
を
強
て
掠
殺
し
ゃ
う
ご
も
思
は
澱
が
、
進
で
之

を
断
信
ず
る
だ
け
の
勇
氣
を
有
た
な
い
Q

三
、
後
村
上
天
皇
の
賀
名
生
口
幸

後
醍
醐
天
皇
が
吉
野
山
に
行
幸
あ
ら
せ
ら
れ
て
か
ら
以



後
十
二
年
、
賀
名
生
の
地
に
何
事
が
あ
っ
た
か
、
歴
史
の

表
面
に
は
現
れ
て
來
な
い
。
其
の
聞
吉
野
山
で
は
、
後
醍

醐
天
皇
が
終
天
の
遺
恨
を
帯
し
て
紳
去
り
ま
し
、
後
村
上

天
皇
の
御
亡
位
を
見
た
。
吉
野
の
前
衛
た
る
河
内
で
は
、

大
楠
公
が
湊
川
に
戦
死
せ
ら
れ
て
か
ら
、
小
楠
公
が
乃
父

の
遺
志
を
繊
承
し
て
南
朝
の
藩
屏
ご
な
ら
れ
た
が
、
上
半

三
年
正
月
、
此
手
大
帯
し
て
憤
り
侵
し
、
小
楠
公
之
を
拒

で
克
た
す
、
絡
に
四
條
畷
の
露
ご
漕
え
ら
れ
た
。
勝
ち
誇

っ
た
高
師
直
の
前
軍
は
勢
に
乗
じ
て
、
正
月
廿
四
日
に
吉

野
の
皇
居
を
襲
ふ
た
。
是
よ
b
先
後
村
上
天
皇
は
、
吉
野

山
の
絡
に
保
た
ざ
る
こ
ご
を
知
ら
れ
て
、
潜
か
に
賀
名
生

に
遷
幸
あ
ら
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
か
ら
七
年
に
近
い
間
、
賀

名
生
が
南
朝
の
根
糠
地
に
な
る
の
で
あ
る
。
此
の
時
の
事

情
は
．
阿
蘇
文
書
の
二
月
六
日
左
雲
譲
正
雄
奉
、
中
院
義

定
に
下
し
賜
ふ
だ
輪
旨
に
「
抑
去
月
五
目
河
州
合
戦
、
官

軍
依
失
利
、
凶
徒
並
走
吉
野
，
之
問
、
南
山
要
害
難
義
非
一

白
被
改
御
座
、
臨
幸
紀
州
輸
血
、
其
後
凶
徒
錐
入
彼
山
、

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

衆
徒
堂
衆
郷
人
再
興
合
戦
、
無
程
令
追
毘
畢
、
此
間
事
定

驚
遽
聞
乎
、
翼
翼
御
座
地
堅
確
、
爲
簿
策
非
無
筆
利
、
旦

河
州
和
泉
本
陣
無
相
違
□
陀
㈱
埠
宇
智
、
紀
伊
衆
、
勢
州
等

御
方
．
同
以
所
致
忠
節
也
し
ご
あ
る
に
よ
っ
て
明
で
あ
る
Q

　
京
都
の
方
で
は
、
天
皇
の
御
落
ち
延
び
に
な
ら
れ
た
地

織
に
就
て
色
々
の
蒼
蝿
が
行
は
れ
た
も
の
ご
見
え
鴎
醍

醐
地
平
…
院
H
記
に
は
「
帯
川
同
、
吉
野
帝
御
遷
座
子
阿
豆
河

入
道
城
云
々
」
ご
記
し
、
玉
樹
寳
典
の
裏
書
交
書
に
は
「
吉

野
も
こ
つ
河
へ
宮
も
御
お
ち
候
之
由
其
聞
候
」
ご
見
え
る
。

彼
の
成
島
忍
笠
が
『
南
山
史
』
に
「
、
癸
卯
、
大
納
言
藤
隆
資

敷
敗
兵
、
還
行
在
、
帝
避
紀
伊
阿
瀬
川
城
」
ご
記
し
た
の

は
、
『
地
界
院
日
記
』
に
依
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
叉
大
日
本

吏
料
の
綱
丈
に
「
正
斜
三
年
正
月
廿
四
日
高
師
直
ノ
前
軍

吉
野
ヲ
攻
メ
テ
百
日
之
ヲ
隔
イ
ル
、
照
ル
ニ
先
チ
後
村
上

天
皇
紀
伊
一
章
シ
給
フ
」
ご
あ
る
は
、
阿
蘇
交
書
に
媛
つ

π
の
で
あ
ら
う
。
然
る
に
太
桂
瀬
に
は
「
四
條
中
納
言
隆

資
卿
、
急
キ
黒
木
御
所
二
墾
プ
、
昨
日
正
行
已
二
討
レ
候

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
七
七
　
（
五
入
一
）



　
　
　
第
十
一
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

η〈

ｾ
ロ
凹
師
直
腸
僑
居
へ
襲
來
仕
ル
由
㎜
闇
川
へ
候
、
織
田
由
円
要
慶
背
ノ

儒洗

�
j
シ
・
7
、
防
ヘ
キ
丘
ハ
更
二
三
ハ
ス
、
A
了
夜
急
ギ
エ
人
、
河

ノ
奥
撫
画
名
生
ノ
邊
へ
御
忍
僻
恢
ヘ
シ
ト
由
丁
テ
」
一
調
々
ε
φ
の
っ

て
、
明
か
に
難
名
生
へ
潜
幸
の
こ
ご
を
記
し
て
居
る
の
で

あ
る
。

　
私
は
、
此
の
後
賀
名
生
の
地
が
久
し
く
皇
居
ε
な
っ
て

み
た
事
實
か
ら
推
し
で
も
、
又
古
今
溝
息
急
に
載
せ
た
佐

野
氏
綱
の
軍
忠
釈
其
の
他
に
、
師
直
が
二
月
早
々
宇
智
郡

方
面
に
獲
向
し
、
南
軍
ご
戦
っ
た
こ
ご
を
記
し
た
の
を
見

て
も
隔
既
の
時
天
皇
の
落
ち
行
か
れ
た
先
は
．
賀
名
生
で

あ
っ
た
ご
確
信
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
軍
忠
釈
等
に
見

え
る
宇
智
郡
が
童
名
生
谷
の
關
門
で
あ
る
地
理
上
の
關
係

か
ら
し
て
も
、
異
論
を
容
る
、
の
籐
地
が
な
か
ら
う
Q
弦

に
於
て
彼
の
阿
蘇
交
書
に
「
臨
幸
紀
州
し
ご
云
ひ
、
地
藏
院

日
記
に
「
御
遷
座
子
阿
亙
茶
入
駈
落
」
ご
記
し
た
こ
ご
に
つ

い
て
、
　
ご
並
無
き
を
得
な
い
。

　
地
理
を
按
ず
る
に
、
賀
名
生
は
大
和
士
1
3
野
郡
の
西
北
に

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
七
入
　
（
五
入
二
）

降
る
所
で
、
其
の
背
後
は
、
直
に
紀
伊
の
伊
都
郡
な
る
富

貴
谷
に
接
す
る
。
現
に
常
樂
記
の
北
畠
親
房
公
麗
去
の
條

を
見
て
も
「
於
紀
…
州
賀
名
生
圓
寂
」
ビ
あ
っ
て
、
賀
名
生
を

紀
州
と
し
て
み
る
。
そ
れ
は
勿
論
誤
■
り
で
あ
る
が
、
當
時

の
人
々
は
、
實
際
此
の
賀
名
生
を
紀
州
と
思
っ
て
み
た
の

で
あ
る
。
さ
れ
ば
阿
蘇
交
書
に
「
紀
州
臨
幸
」
ご
書
い
た
の

は
、
實
は
賀
茂
生
臨
幸
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
猶
計
時
の
入
々
を
し
て
、
此
度
の
行
幸
地
を
紀
州
で
あ

る
ご
思
は
せ
た
こ
ご
に
つ
い
て
は
、
他
に
今
一
っ
の
有
力

な
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
此
の
行
幸
に
關
し
、
南
朝
方
が

非
常
に
カ
に
さ
れ
て
み
た
ら
し
い
阿
智
河
鵜
入
道
が
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
著
－

州
在
田
郡
の
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
最
初
天
皇

が
吉
野
山
を
御
浸
落
に
な
っ
た
ε
聞
い
た
時
に
、
そ
れ
は

て
つ
き
り
陶
薬
液
入
滋
の
城
へ
落
ち
ら
れ
た
に
相
違
が
な

か
ら
う
こ
の
流
説
が
行
は
れ
て
、
さ
て
こ
そ
地
藏
院
日
記

に
も
「
御
遷
座
四
阿
亙
河
入
道
城
」
な
ざ
こ
も
書
い
た
の
だ

ら
う
。
阿
亘
河
は
、
即
ち
紀
伊
の
在
田
川
の
上
游
、
大
和



～

吉
懸
郡
に
近
い
阿
瀬
川
荘
で
、
湯
淺
氏
の
根
糠
地
で
あ
る
。

其
の
上
流
は
、
伊
都
郡
の
花
園
荘
に
な
り
、
其
の
南
の
方

は
、
湯
川
蕪
に
な
る
。
何
れ
も
吉
野
郡
の
十
津
川
郷
ε
腹

背
の
地
で
あ
る
。
此
の
附
近
が
南
朝
蕪
の
巣
窟
で
あ
っ
た

こ
ご
は
、
正
孕
＋
五
年
に
四
條
隆
俊
が
紀
伊
に
義
兵
を
暴

げ
た
時
に
、
阿
瀬
川
城
に
南
蕪
が
直
っ
た
こ
ご
や
、
南
北

合
「
の
後
、
南
朝
の
皇
胤
が
亦
、
此
の
城
に
襟
つ
た
の
で

n
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。

四
、
皇
居
を
賀
名
生
に
定
め
ら
れ
た
理
由

　
　
　
　
（
一
）
地
理
上
の
形
勝

　
南
朝
が
管
下
生
に
擦
っ
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
之
を

考
へ
る
に
つ
い
て
は
、
先
づ
（
一
）
書
名
生
害
の
所
の
地
聖

上
の
形
勝
ご
（
二
）
其
の
背
面
を
包
擁
す
る
紀
伊
の
勤
王
蕪

ご
の
關
係
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
抑
も
南
朝
が
吉
野

山
の
偏
隅
に
あ
っ
て
、
あ
れ
だ
け
の
間
を
支
へ
得
た
も
の

は
、
其
の
背
面
な
る
紀
州
の
山
地
が
安
全
を
保
障
し
て
ゐ

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
名
生
の
行
営
に
つ
い
て

た
か
ら
で
あ
る
Q
地
圖
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
如
く
、
吉

野
か
ら
紀
州
方
面
へ
遮
す
る
大
道
が
二
つ
あ
る
。
　
一
は
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
の
も
ピ

市
か
ら
川
上
郷
及
び
北
山
郷
を
維
て
、
奥
熊
野
の
木
本
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
つ
　
か
ば

出
て
行
く
略
の
、
哨
は
五
條
か
ら
十
津
川
を
纒
て
、
熊
野

　
ほ
ん
ぐ

の
本
宮
へ
も
、
又
高
野
山
方
面
へ
も
、
在
田
、
旦
尚
方
面

へ
も
出
て
行
く
。
二
條
の
内
で
は
、
勿
論
後
者
の
方
が
重

要
で
あ
る
。
十
津
川
に
は
、
嚢
に
大
塔
宮
が
依
ら
せ
ら
れ

た
歴
史
が
あ
り
、
北
山
、
川
上
に
は
、
南
北
合
一
の
後
、

南
朝
遺
肇
の
諸
王
が
神
璽
を
擁
し
て
潜
伏
さ
れ
、
赤
松
氏

の
蓮
臣
の
爲
に
害
さ
れ
給
ふ
て
、
南
朝
皇
胤
の
維
滅
を
見

る
に
至
っ
た
悲
牡
の
歴
更
が
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
が
何
れ

も
紀
州
の
山
岳
地
帯
を
背
景
こ
し
た
の
は
、
注
意
す
べ
き

こ
8
で
あ
る
〇

　
十
津
川
郷
に
入
る
の
蕉
門
こ
も
聡
す
べ
き
所
は
、
實
に

階
名
生
の
地
で
あ
る
。
数
名
生
谷
の
南
島
は
、
大
和
ア
ル

プ
ス
の
方
か
ら
西
の
方
へ
つ
“
い
て
摩
て
る
る
か
な
り
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
の
か
は

い
山
脈
を
隔
て
、
、
十
津
川
の
上
流
な
る
天
川
郷
に
接
し

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
七
九
　
（
五
入
三
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
宿
生
の
行
富
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
つ
じ

て
る
る
。
賀
名
生
か
ら
今
自
動
車
の
通
ふ
天
応
峠
を
超
え

　
　
む
　
む

る
ご
天
川
の
坂
本
ご
云
ふ
所
で
、
そ
こ
を
右
に
取
れ
ば
高

野
山
の
奥
の
院
に
畠
で
、
紅
燈
に
南
へ
川
に
洛
っ
て
下
っ

て
行
け
ば
、
十
津
川
郷
へ
入
っ
て
ゆ
く
。
さ
れ
ば
吉
野
御

没
落
の
時
の
こ
ご
を
玉
息
継
典
の
裏
書
交
書
に
「
ご
つ
河
」

へ
御
落
ち
云
々
ご
書
い
た
の
も
、
大
嘘
に
干
て
は
誤
っ
て

み
な
い
の
で
あ
る
。
賀
名
生
の
和
田
ま
で
は
、
、
五
條
の
町

か
ら
二
里
ば
か
り
あ
る
。
賀
名
生
か
ら
熊
野
街
道
を
右
に

　
　
　
　
ふ
　
を
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ
　
も

入
る
ご
．
富
貴
を
経
て
高
野
山
へ
行
け
る
。
其
の
距
離
は

、
五
六
里
に
過
ぎ
な
い
。
熊
野
街
溢
を
黒
瀧
川
に
洛
ふ
て
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ね
ひ
　
　
　
　
　
り
さ
つ
さ

進
ず
る
ご
、
黒
淵
を
経
て
宗
檜
村
の
城
戸
に
蓬
す
る
。
黒

瀧
川
の
本
流
は
そ
こ
か
ら
束
に
折
れ
て
、
銀
峯
・
田
の
南
の

黙
あ
ひ
を
す
つ
ご
入
り
込
ん
で
み
る
。
川
に
沿
ふ
て
滞
る

ご
、
丹
生
郷
を
経
て
吉
野
山
へ
斑
て
行
く
。
賀
名
生
は
山

聞
の
地
で
は
あ
る
が
、
か
く
交
通
の
要
衝
に
當
っ
て
み
る

勿
論
其
の
地
形
は
藥
研
の
底
の
や
う
な
黙
底
で
あ
る
か
ら

大
軍
を
以
て
攻
撃
し
ゃ
う
ご
思
っ
て
も
、
兵
を
動
か
す
こ

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
O
　
（
五
入
四
）

ご
が
出
來
な
い
。
寡
兵
を
…
以
て
楯
籠
る
に
は
、
實
に
究
　
寛

の
形
勝
地
で
あ
る
。
・
而
も
僅
々
二
里
で
吉
野
川
本
流
の
漕

岸
李
地
へ
も
萬
ら
れ
、
川
を
渡
ろ
て
北
…
進
ず
れ
ば
、
直
ぐ

大
和
準
野
で
あ
る
。
所
謂
守
る
に
易
く
し
て
攻
む
る
に
難

い
天
然
の
城
塞
地
帯
で
、
殊
に
其
の
背
後
な
る
天
ノ
川
か

ら
十
津
川
へ
か
け
て
の
大
難
谷
ご
、
電
大
な
る
紀
州
の
山

岳
地
帯
と
は
、
皿
最
も
安
全
な
る
最
後
の
避
難
地
を
提
供
す

る
。
即
ち
志
を
得
ぱ
直
に
大
和
卒
野
に
進
鵠
し
て
、
一
路

京
洛
を
指
す
べ
く
、
志
を
得
ざ
れ
ば
、
退
て
天
ノ
川
、
十

津
川
の
険
に
篠
る
こ
ビ
が
で
き
る
。
賀
名
生
が
軍
事
上
如

何
に
重
要
の
地
で
あ
る
か
は
、
吉
野
の
行
宮
を
侵
し
た
師

直
の
軍
が
更
に
賀
名
生
の
攻
撃
に
向
つ
た
が
、
絡
に
目
的

を
質
せ
す
し
て
、
退
却
し
た
の
を
見
て
も
わ
か
る
。
又
明

　
　
　
　
も

治
維
新
の
前
に
於
て
、
華
墨
組
の
志
士
が
兵
を
五
條
に
墨

げ
、
事
成
ら
す
し
て
十
津
川
に
曳
く
に
理
り
、
先
づ
此
の

地
の
瞼
要
に
擦
っ
て
、
最
後
の
一
戦
を
試
み
た
の
で
も
知

ら
れ
る
。
上
に
…
引
い
た
阿
蘇
交
書
に
「
御
座
地
堅
確
爲
御

）
ザ



簿
策
非
無
足
利
」
ご
あ
る
の
も
、
淡
し
て
過
言
で
は
な

い
。

　
　
　
　
（
二
）
其
の
背
面
こ
の
金
轡

　
南
朝
が
逸
名
生
に
蝶
つ
た
理
窟
の
大
部
分
は
、
之
を
其

の
地
の
形
勝
に
露
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
其
の
背
後
に
一
の

大
な
る
勢
力
の
あ
っ
た
こ
ε
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
紀
伊
の
湯
淺
氏
が
阿
瀬
川
黒
髪
に
み
て
、
し
っ
か

り
と
其
の
背
面
を
防
禦
し
て
み
た
こ
ご
で
あ
る
。
湯
淺
氏

が
延
元
以
家
、
南
朝
方
こ
し
て
忠
勤
を
抽
で
み
た
有
機
は

太
李
記
の
後
醍
醐
天
皇
吉
野
山
へ
行
幸
の
條
に
「
紀
伊
國

ニ
ハ
恩
地
牲
河
貴
志
湯
淺
m
繊
ブ
憾
渤
配
難
蟻
ゼ
績
徳
礁
窺
伊
五

百
騎
｝
ご
百
官
顎
引
モ
』
切
ラ
ズ
｝
面
々
励
好
望
ケ
ル
間
壁
調
霞
ノ
勢
ヲ

腰
輿
ノ
前
後
に
團
マ
セ
輔
ブ
無
義
士
口
野
へ
臨
…
幸
ナ
ル
」
ご
云

っ
た
の
を
見
て
も
明
で
あ
る
。
足
利
氏
は
、
紀
伊
の
南
軍

を
擢
れ
た
q
直
義
は
院
宣
を
奉
じ
、
直
多
を
駕
し
て
之
を

討
た
し
め
ん
こ
し
、
書
を
飛
ば
し
て
其
の
蕪
を
招
い
た
。

籍
奴
町
鳶
欝
噸
繊
享
受
直
多
は
將
に
奪
ん
ε
す

　
　
　
第
十
嚇
巻
　
　
維
　
纂
　
　
賀
名
虫
の
行
富
に
つ
い
て

胤
に
臨
み
て
、
紙
園
の
胤
儒
を
し
て
所
濾
せ
し
め
、
磯
欄
雛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　

直
叢
ば
高
野
山
金
剛
峯
寺
に
所
濤
を
、
東
寺
に
大
般
若
経

の
豊
撃
命
じ
、
翻
意
懲
、
義
詮
は
山
城
の
観
勝
寺
を

し
て
大
威
徳
法
を
、
鶴
岡
八
幡
宮
を
し
て
愛
染
王
護
摩
を

修
し
て
職
勝
を
所
ら
し
め
た
。
無
難
讐
鶴
足
利
氏
が

か
く
大
騒
ぎ
を
し
た
所
を
見
て
も
、
紀
伊
の
南
黙
が
扁
大

勢
力
で
あ
っ
た
こ
ご
が
知
ら
れ
る
。
而
し
て
紀
傍
南
窯
中

の
尤
な
る
も
の
が
阿
瀬
川
の
湯
淺
氏
で
あ
っ
た
こ
ε
は
云

ふ
ま
で
も
な
い
。
九
月
四
日
阿
瀬
川
城
隔
落
し
、
同
二
十

入
日
に
直
多
は
軍
を
望
め
て
還
っ
た
。

　
抑
も
南
朝
が
其
の
背
二
面
の
経
略
に
重
き
を
置
か
れ
た
こ

ご
は
、
之
よ
り
先
延
元
二
年
の
正
月
二
十
四
肩
に
天
河
郷

の
課
役
を
免
除
せ
ら
れ
、
獣
面
長
赦
騨
の
。
轟
狂
崩
碕

同
三
年
の
正
月
十
入
日
、
紀
伊
花
園
風
鳥
の
郷
人
に
軍
忠

　
　
　
　
　
　
ゆ
　
を
の
ニ

を
厨
ま
さ
れ
、
綱
翻
正
李
三
惑
万
六
日
、
申
院
義
定
に

属
名
生
蓬
幸
の
事
を
報
じ
、
將
に
熊
野
等
の
兵
を
集
め
て

蘂
を
謀
ら
ん
手
。
こ
墓
告
げ
ら
れ
、
翻
八
月
習

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
入
一
　
（
五
入
五
）



、

　
　
　
第
十
叫
巻
　
　
難
　
鱗
｝
．
　
賀
名
生
の
行
富
に
つ
い
て

花
園
の
郷
吉
命
し
て
兵
を
轡
し
め
ら
れ
、
翻
脇
同
七

日
、
紀
伊
の
孤
露
六
郎
の
鋤
功
を
賞
し
て
、
備
前
吉
永
保

五
分
一
の
地
頭
職
を
賜
ひ
、
蝉
騒
鋤
膿
正
李
四
年
閏
六
月
十

三
H
、
紳
河
郷
民
等
が
吉
野
及
び
安
藝
郷
の
城
を
攻
め
ん

ご
す
る
に
よ
り
、
十
津
川
郷
に
帯
し
て
之
を
撃
た
し
め
ら

れ
、
藁
葺
里
柏
森
七
月
吉
、
天
海
郷
の
河
奪
に
纏

を
命
せ
ら
れ
、
叉
同
郷
の
無
謬
を
以
て
、
河
合
寺
造
立
の

資
に
充
て
し
め
ら
れ
、
妖
鵯
同
年
九
月
二
＋
九
日
、
紀
伊

自
塁
砦
の
所
領
葛
城
山
芋
畑
村
の
公
事
を
免
せ
ら
れ
た
、

朧
慧
の
を
見
て
も
知
ら
れ
る
。
彼
の
『
太
李
記
』
に
記
名
生

を
天
河
の
奥
ご
記
し
た
の
は
、
た
し
か
に
口
の
誤
で
あ
る

が
、
當
時
の
人
が
属
名
生
に
關
し
て
直
に
天
河
を
聯
想
し

來
つ
た
の
を
見
て
も
、
其
の
間
に
最
も
密
接
の
陶
係
が
あ

っ
た
こ
ご
を
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
猫
此
の
問
題
ご
關
卸
し
て
誰
し
も
直
に
心
付
く
こ
ご
は

彼
の
高
野
山
の
宗
三
口
、
三
一
上
、
軍
事
上
に
於
け
る
大

勢
力
で
あ
ら
う
。
南
朝
に
於
て
其
の
大
勢
力
の
利
用
に
腐

第
四
號

入
二
　
　
（
五
八
山
ハ
）
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ｳ
れ
て
る
た
こ
ご
は
、
勿
論
の
次
第
で
あ
る
Q
そ
れ
は

後
醗
醐
天
皇
が
吉
野
行
幸
の
初
め
に
於
て
、
骨
筆
の
願
文

を
納
め
ら
れ
た
籔
簡
の
で
も
わ
か
る
。
否
豫
定
の
御
誹
書

で
は
先
づ
高
野
撫
へ
行
幸
の
筈
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
の

み
な
ら
す
、
是
よ
り
先
、
吉
野
城
が
照
っ
た
時
、
大
塔
宮

が
高
野
由
へ
落
ち
ら
れ
て
み
る
。
叉
延
元
二
年
の
三
月
に

は
、
高
野
山
寂
静
院
を
し
て
大
和
夜
部
署
を
安
堵
せ
し
め

ら
れ
、
同
十
二
月
に
は
金
剛
峯
寺
を
し
て
三
善
資
連
の
寄

…
進
地
を
領
せ
し
め
ら
れ
、
焔
膏
油
正
李
六
年
の
四
月
に
は
、

山
内
の
寒
生
院
順
潜
窟
に
、
天
野
就
壇
の
修
理
料
ビ
し
て

政
所
の
拠
所
を
領
せ
し
め
ら
れ
た
。
藷
醗

　
要
す
る
に
、
南
朝
が
賀
名
生
に
糠
つ
た
孚
面
の
理
歯
は

上
來
記
述
し
來
つ
た
背
面
ご
の
閣
係
を
親
記
せ
す
し
て
は

了
解
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

五
、
入
幡
の
親
征
か
ら
天
野
遷
幸
ま
で

正
野
六
年
、
電
氏
直
義
ε
孚
ひ
、
之
を
討
た
ん
が
爲
に



鎌
倉
に
下
っ
た
。
南
朝
は
、
此
の
虚
に
乗
じ
て
京
都
を
回

復
せ
ん
こ
ご
を
計
蟄
せ
ら
れ
、
一
時
の
櫻
謀
を
以
て
北
朝

ご
の
聞
に
和
議
を
調
へ
、
十
．
一
月
七
日
に
は
、
北
朝
の
天

皇
及
び
東
宮
を
磨
さ
れ
た
。
此
の
馬
穴
太
の
字
を
改
め
て

賀
名
宇
ご
撮
せ
ら
れ
沈
こ
ご
が
三
代
記
に
見
え
て
み
る
。

尋
で
十
二
月
二
十
三
日
に
は
共
の
紳
…
器
を
黒
め
、
二
十
八

日
に
は
、
光
明
、
崇
光
爾
院
に
太
上
天
皇
の
奪
號
を
上
ら

れ
た
、
京
都
の
公
卿
は
、
記
名
生
の
朝
廷
に
墾
候
し
た
。

璽
七
年
の
二
月
二
十
六
日
、
後
村
上
天
皇
は
愈
賀
名
生
の

行
宮
を
御
登
輩
あ
ら
せ
ら
れ
、
二
十
入
日
、
住
吉
へ
行
幸

に
な
り
、
閏
二
月
十
五
日
天
王
寺
を
経
て
、
十
九
日
、
入

幡
の
行
宮
に
進
ま
せ
ら
れ
た
。
か
く
て
北
畠
顯
能
、
千
種

顯
経
、
楠
木
正
儀
等
の
諸
將
は
兵
を
卒
み
て
京
都
に
入
り

義
詮
を
面
外
に
騙
与
し
、
光
風
、
光
明
、
崇
光
三
上
皇
及

び
｛
贋
皇
太
弟
直
仁
親
王
を
入
幡
に
迎
へ
奉
・
9
、
親
房
公
は

京
都
に
入
っ
て
萬
事
の
指
揮
を
取
っ
た
。
三
月
三
日
に
は

三
上
皇
以
下
を
河
内
の
東
條
に
御
遷
し
申
し
た
。
此
の
如

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
離
　
纂
　
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

く
、
南
朝
の
軍
は
一
時
大
に
振
っ
た
が
、
五
月
十
一
日
、

湯
河
荘
司
が
義
詮
の
軍
門
に
降
を
講
ふ
に
及
び
、
入
幡
の

守
絡
に
以
た
す
し
て
、
圭
上
再
び
曲
名
生
に
還
御
ま
し
ま

す
の
止
む
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
。
八
幡
か
ら
賀
名
生
へ
の

御
順
路
は
、
三
輪
か
ら
宇
陀
水
分
宮
を
御
通
り
に
な
っ
て

居
る
。
宇
陀
水
分
帥
魁
ご
辮
す
る
も
の
は
、
宇
陀
郡
榛
原

町
ε
古
市
場
ご
の
二
ヶ
所
に
あ
る
が
、
多
分
古
市
場
の
方

で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。
何
れ
に
し
て
も
、
宇
陀
郡
を
御
通
過

に
な
る
こ
ご
は
甚
し
い
迂
図
で
あ
る
が
、
宇
陀
郡
は
伊
勢

の
北
畠
氏
の
勢
力
範
國
で
。
安
全
地
帯
で
あ
る
か
ら
、
さ

し
あ
た
り
既
の
所
へ
入
ら
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
湯
河
庄
司
は
、
．
所
謂
熊
野
八
庄
司
の
「
で
あ
る
。
當
時

其
の
湯
河
庄
司
な
る
も
の
が
南
朝
方
か
ら
如
何
に
重
親
さ

れ
て
る
た
か
は
園
太
暦
に
「
熊
野
湯
河
庄
司
此
間
顯
能
卿

一
一
官
軍
也
」
ε
云
ひ
、
其
の
裏
切
に
よ
っ
て
入
幡
の
南

軍
が
琵
解
し
た
の
で
も
知
ら
れ
る
。
湯
河
氏
は
、
紀
伊
の

在
田
田
高
潔
郡
に
蠕
適
し
た
豪
族
で
、
其
の
本
擦
は
、
前

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
三
　
（
五
入
七
）



　
　
　
第
十
一
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
名
血
の
行
宮
に
つ
い
て

に
も
述
べ
た
阿
瀬
川
の
隣
接
地
で
あ
る
が
、
後
に
は
発
見

郡
の
御
坊
附
近
へ
移
っ
た
も
の
ら
し
い
。
阿
瀬
川
城
は
階

落
し
て
も
、
其
の
附
近
に
は
猛
、
南
朝
に
心
を
寄
せ
る
も

の
、
絶
え
な
か
っ
だ
の
で
あ
ら
う
Q
然
る
に
其
の
首
領
の

湯
河
民
は
こ
う
く
寝
返
り
を
打
っ
て
足
利
民
に
滞
～
じ
、

義
詮
か
ら
紀
伊
に
於
け
る
岩
田
、
臼
高
、
河
上
諸
城
の
戦

功
を
奪
ら
れ
た
り
馨
し
て
る
る
。
翻

　
後
村
上
天
皇
既
に
賀
名
生
に
還
御
に
な
り
、
北
朝
の
三

上
皇
ε
磨
太
弟
ご
を
河
内
の
東
條
か
ら
賀
名
生
に
移
し
墾

ら
せ
、
尋
で
其
の
女
房
方
を
京
都
か
ら
艶
名
生
に
召
さ
せ

ら
れ
た
。
孤
軍
入
年
二
月
、
北
畠
顯
能
兵
を
卒
み
て
宇
陀

郡
に
入
り
、
四
條
隆
俊
楠
木
属
の
兵
を
卒
み
て
紀
伊
方
面

の
義
軍
を
鼓
舞
し
．
京
都
は
再
び
楠
木
正
儀
等
の
手
に
よ

り
て
回
復
せ
ら
れ
、
南
朝
咽
還
幸
の
こ
ざ
が
再
び
問
題
に
上

っ
た
が
惜
哉
絡
に
實
現
を
見
る
に
至
ら
す
、
南
巡
の
駕
長

く
に
還
る
の
機
會
を
逸
し
た
。
か
く
て
正
李
九
年
の
四
月

十
七
日
に
南
朝
の
柱
石
北
畠
親
房
公
が
賀
名
生
に
於
て
麗

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
四
　
（
五
入
八
）

お
ずせ

ら
れ
、
十
月
二
十
八
臼
に
は
、
後
村
上
天
皇
賀
名
盤
を

爵
で
ま
し
て
、
河
内
の
天
野
山
金
剛
寺
へ
還
幸
あ
ら
せ
ら

れ
た
。

　
南
朝
が
七
年
号
皇
居
の
地
で
あ
っ
た
賀
名
生
を
去
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
は
、
こ
う
云
ふ
事
惜
が
あ
っ
た

の
だ
ら
う
Q
思
ふ
に
紀
州
の
南
軍
が
露
解
し
、
湯
河
庄
司

の
如
き
も
敵
に
降
っ
て
、
画
名
生
の
背
面
を
脅
す
や
う
な

駿
勢
に
な
っ
て
來
た
所
へ
．
親
房
公
が
麗
去
さ
れ
て
南
朝

の
求
心
力
が
弱
く
な
り
、
岡
園
の
形
勢
が
童
名
生
の
皇
居

を
危
瞼
に
階
れ
た
凄
め
な
の
で
あ
ら
う
。
北
朝
の
三
上
皇

は
之
よ
り
前
、
正
身
入
年
の
三
月
に
金
剛
寺
に
移
さ
れ
給

ひ
、
光
明
法
皇
は
正
李
十
年
に
、
他
の
二
上
皇
は
十
二
年

に
京
に
遣
ら
せ
ら
れ
た
。
太
李
記
に
賀
名
生
の
皇
居
に
遺

さ
れ
た
建
築
物
や
公
卿
等
の
壁
厚
は
、
正
雫
十
五
年
陸
良

親
王
の
爲
め
に
嶢
き
彿
は
れ
た
こ
あ
る
。

　
花
軍
三
代
記
を
見
る
も
、
此
の
後
身
安
六
年
勅
調
輔
丈
八

月
の
條
に
「
二
日
、
南
方
奉
譲
位
於
御
迎
弟
宮
之
問
、
相



、

副
三
種
紳
器
没
落
吉
野
云
々
」
ご
記
し
て
み
る
。
此
の
吉

，
野
を
、
大
草
公
弼
の
南
山
偽
事
鎌
に
賀
名
生
の
こ
ご
で
あ

ら
う
ご
云
っ
て
み
る
。
此
の
月
十
日
、
天
野
の
皇
居
敵
の

襲
ふ
所
ε
な
り
、
四
條
中
納
言
。
叢
諏
戦
死
し
、
南
朝

は
再
び
賀
名
生
に
移
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
是
よ
り
先

細
李
二
十
四
年
の
頃
に
も
、
こ
、
に
御
座
し
た
こ
ご
は
、

新
葉
集
雑
の
部
、
露
量
の
御
歌
の
詞
書
に
依
で
想
像
さ
れ

る
。
此
の
後
の
こ
ご
は
明
で
な
い
。

　
賀
名
生
の
皇
居
は
、
か
く
し
て
磨
嘘
に
喧
し
た
。

六
、
旧
名
生
皇
居
の
位
麗

　
賀
名
生
皇
居
の
御
有
様
は
、
如
何
の
も
の
で
あ
っ
た
ら

う
。
彼
の
太
李
記
に
、

　
吉
野
ノ
主
上
四
天
河
奥
菊
名
生
ト
塁
塞
二
、
僅
ナ
ル
黒
木
御
所

　
ラ
作
テ
御
座
ア
レ
ハ
、
彼
唐
虞
虞
舜
ノ
古
、
茅
茨
不
勢
、
柴
線

　
不
劉
、
淳
素
ノ
風
モ
角
ヤ
ト
思
知
レ
テ
、
誠
ナ
ル
方
モ
有
ナ
カ

　
ラ
、
か
融
肱
酌
里
頓
田
、
柴
意
州
庵
ノ
怪
シ
キ
ニ
、
軒
一
漏
雨
ラ
拠
剛
兼
、

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
雑
纂
　
　
賀
名
飽
の
行
宮
に
つ
い
て

　
御
忍
ノ
涙
ボ
ス
隙
ナ
ク
、
月
卿
雲
客
ハ
、
木
ノ
下
男
ノ
陰
二
松

　
葉
ラ
話
声
ケ
、
　
訟
ロ
ノ
鑓
ラ
片
敷
一
プ
、
　
身
「
ラ
附
直
宿
ト
シ
給
へ
　
ハ
、

　
高
島
ノ
嵐
吹
落
テ
、
夜
ノ
衣
ラ
返
セ
ト
モ
、
露
ノ
手
枕
寒
ク
レ

　
　
ハ
、
昔
ラ
見
ス
ル
夢
モ
ナ
シ
、
況
三
郎
三
期
属
タ
ル
者
ハ
、
暮

　
山
ノ
薪
ラ
拾
ヒ
テ
ハ
、
雲
テ
戴
ク
ニ
膚
寒
ク
、
幽
谷
ノ
水
ラ
結

　
テ
ハ
、
月
ラ
懸
フ
三
肩
ヤ
セ
タ
リ
、
角
テ
ハ
一
日
片
時
モ
看
ナ

　
カ
ラ
ヘ
ン
心
地
モ
ナ
ヶ
レ
共
、
サ
ス
カ
ニ
消
ヌ
露
ノ
身
、
命
ア

　
ラ
ハ
ト
思
フ
盤
二
、
漏
心
テ
懸
テ
ヤ
残
ル
ラ
ン
。

ご
云
っ
た
の
は
、
大
騰
想
像
で
書
か
れ
た
戴
傷
的
の
交
章

で
、
ま
さ
か
そ
ん
な
で
も
あ
る
ま
い
ご
思
は
れ
る
が
、
極

め
て
御
み
じ
め
に
御
生
活
で
あ
っ
た
こ
ご
は
、
申
ま
で
も

な
か
ら
う
。
そ
れ
に
し
て
も
皇
居
は
、
賀
名
生
谷
の
何
の

邊
に
あ
っ
た
の
だ
ら
う
。
前
に
も
引
い
た
和
州
郷
土
記
に

は
、
和
田
の
堀
氏
の
家
を
以
て
後
醍
醐
、
後
村
上
二
帝
の

皇
居
で
あ
る
こ
し
、
堀
又
左
衛
門
滋
緒
に
は
、
後
に
和
田

の
所
謂
黒
木
御
所
、
落
ち
華
藏
院
の
地
に
移
ら
れ
た
こ
記

し
て
み
る
。
然
る
に
大
和
志
に
は
「
後
面
上
帝
皇
藻
騒

轟
轟
二
二
」
墓
っ
て
、
大
和
名
所
掌
な
ご
も
．
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
五
　
（
五
入
九
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
維
　
纂
　
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

に
從
っ
て
み
る
。
堀
氏
の
邸
宅
を
以
て
皇
居
に
擬
す
る
が

如
き
は
、
固
よ
り
取
る
に
足
ら
澱
が
、
華
藏
院
説
も
從
ひ

難
い
、
前
に
も
云
っ
た
如
く
，
華
藏
院
祉
は
形
勝
の
地
で

は
あ
る
が
、
其
の
位
概
た
る
や
、
賀
・
名
生
公
制
の
幽
H
局
1
に
轡
田

り
、
　
一
朝
五
條
方
面
よ
り
敵
の
攻
撃
を
受
け
る
こ
ご
に
な

れ
ば
、
第
一
着
に
勝
率
を
浴
び
ね
ば
な
ら
ぬ
地
黙
で
あ
る

之
を
攻
撃
軍
の
方
よ
り
云
へ
ば
、
此
の
華
斎
院
の
閾
門
を

扱
く
に
署
す
ん
ば
、
軍
を
署
名
生
の
谷
に
…
進
め
る
こ
ε
は

出
來
な
い
ざ
同
時
に
、
防
禦
軍
よ
り
云
へ
ば
、
此
の
要
害

に
し
て
一
旦
敵
手
に
占
顕
さ
れ
た
な
れ
ば
、
賀
名
生
の
谷

は
最
早
一
刻
も
支
へ
る
こ
ご
が
鵠
來
な
い
の
で
あ
る
Q
華

藏
院
趾
は
、
量
器
生
の
防
禦
陣
地
こ
し
て
は
、
他
の
何
も

の
に
も
換
ふ
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
る
地
熱
で
は
あ
る
が
、

皇
居
の
位
麗
と
し
て
は
、
最
も
不
適
當
で
あ
る
。
後
醍
醐

天
皇
の
時
の
如
く
、
僅
々
数
田
間
の
御
滞
在
で
あ
る
な
ら

－
ば
免
も
角
も
、
か
、
る
敵
火
に
搾
れ
易
い
危
瞼
地
に
七
年

間
も
皇
居
が
あ
っ
た
こ
は
、
ざ
う
し
て
も
考
へ
得
ら
れ
な

第
四
號

入
明
　
（
五
九
〇
）

い
の
で
あ
る
。

次
に
閉
講
の
黒
木
御
所
趾
、
穿
ち
崇
稲
藁
鮭
懇
禦
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
く
モ
　
ぎ

つ
い
て
観
察
し
や
う
。
賀
名
生
の
谷
は
和
田
、
北
曾
木
を

　
　
　
　
　
　
お
　
び
　
か
は
　
　
む
か
ひ
あ
な
　
ふ

門
戸
ε
し
て
、
大
日
川
、
向
賀
名
生
ご
つ
や
い
て
る
る
が

急
心
だ
け
は
そ
れ
か
ら
一
里
近
く
も
離
れ
て
、
宗
檜
村
の

境
に
接
近
し
て
み
る
。
黒
木
御
所
趾
ご
附
す
る
所
は
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
ぢ

日
川
か
ら
熊
野
街
道
を
南
進
し
て
、
黒
淵
の
内
の
字
馬
路

の
小
部
落
を
調
岸
に
望
み
つ
、
、
將
に
其
の
本
村
に
達
せ

ん
ご
す
る
手
前
の
低
い
峠
の
頂
か
ら
束
へ
、
屋
根
の
上
を

一
町
ば
か
り
下
り
込
ん
だ
所
で
、
そ
こ
に
は
面
積
三
畝
歩

許
の
小
減
地
が
あ
っ
て
、
其
の
中
央
に
、
梼
の
大
木
が
一

本
立
っ
て
み
る
。
地
形
は
西
の
方
か
ら
次
第
に
低
下
し
來

た
丘
の
腹
で
、
其
の
落
馬
の
尖
端
は
、
そ
こ
か
ら
ま
で
二

町
ば
か
り
も
延
び
て
、
黒
瀧
川
の
西
岸
に
達
し
て
み
る
。

黒
瀧
川
が
此
の
皆
無
に
遮
ら
れ
て
、
南
か
ら
東
、
束
か
ら
北

へ
こ
甚
し
く
迂
回
し
て
み
る
具
合
な
ざ
、
全
く
和
田
の
華

藏
嘉
肴
そ
っ
く
り
で
あ
る
が
、
地
の
形
勝
に
於
て
は
、
華



藏
院
玩
に
は
及
ば
ぬ
。
勿
論
其
の
李
坦
地
の
面
積
は
、
大

建
築
を
容
る
、
の
陣
地
な
く
、
寺
ご
云
っ
て
も
、
極
め
て

小
さ
な
草
庵
位
の
も
の
が
立
っ
て
る
た
の
で
あ
ら
う
。
行

っ
て
見
る
ご
、
果
し
て
こ
ん
な
所
が
皇
居
で
あ
っ
た
の
だ

ら
う
か
ご
頭
を
傾
け
さ
せ
ら
れ
る
や
う
な
所
で
あ
る
。

　
私
は
黒
木
御
所
鮭
を
強
て
否
認
し
や
う
ε
も
思
は
ぬ
Q

量
る
機
雷
に
於
て
、
そ
こ
が
暫
く
後
村
上
天
皇
の
皇
居
に

充
て
ら
れ
た
こ
ご
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
訟
ご
思
ふ
。
併
し

七
年
間
行
宮
の
地
は
ご
う
も
黒
淵
あ
た
り
で
は
あ
り
そ
う

に
思
は
漁
の
で
あ
る
。
若
し
人
あ
b
て
、
然
ら
ば
他
に
よ

動
有
力
な
る
地
黙
を
物
色
し
得
る
か
ご
反
問
さ
れ
る
な
ら

ば
、
私
は
言
下
に
答
へ
て
、
向
賀
名
生
な
る
鎭
國
寺
の
地

即
ち
是
な
り
ビ
云
は
ラ
o

七
、
鎮
國
三
三
即
行
宮
趾

　
与
論
寺
の
こ
ご
は
吉
野
蕾
事
詑
に
「
傳
臼
画
名
生
郷
帥

野
由
餉
軍
縮
台
輪
國
寺
不
動
院
者
後
醍
醐
帝
王
願
所
也
本
奪

　
　
　
第
十
昌
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

間
塞
海
ノ
作
こ
量
興
銀
春
日
作
奥
」
ε
見
え
、
大
和
志
に

「
考
古
轟
魏
雛
青
海
村
」
ε
記
し
て
み
る
。
其
の
地

形
が
北
方
か
ら
低
下
し
瞭
つ
た
屋
根
の
上
で
、
黒
瀧
川
が

そ
れ
を
避
け
て
大
迂
回
を
な
し
て
み
る
所
な
ざ
、
全
く
華

主
部
鮭
や
崇
幅
寺
証
ご
同
一
で
あ
る
。
か
く
同
一
の
地
形

に
交
し
合
せ
た
や
う
に
寺
院
の
あ
っ
た
こ
ご
は
、
賀
名
生

の
一
更
階
隅
を
考
へ
る
上
に
覧
て
、
甚
だ
雷
モ
露
な
こ
ご
で
あ
る

而
し
て
其
の
寺
の
位
置
が
、
何
れ
も
城
郭
若
く
ば
防
禦
陣

地
ご
し
て
究
覧
の
地
で
あ
る
こ
ご
は
、
最
も
注
意
に
値
す

る
。
赦
田
中
義
成
博
士
が
嘗
て
賀
名
生
の
史
蹟
を
論
じ
て

鎮
痛
、
華
藏
、
崇
幅
下
寺
に
注
意
さ
れ
た
こ
ご
は
、
大
な
る

卓
見
で
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
「
儒
官
院
の
邊
を
後
醍
醐
帝

の
宮
趾
ご
し
、
崇
幅
寺
の
邊
を
後
首
上
帝
の
宮
門
ご
傳
へ

た
る
は
、
蓋
し
故
な
き
に
あ
ら
す
」
ご
云
っ
て
、
暗
に
黒
淵

説
を
取
ら
れ
る
如
き
口
吻
を
洩
ら
さ
れ
た
の
は
、
博
士
の

爲
に
憾
む
べ
き
こ
ビ
で
あ
る
。
思
ふ
に
か
．
、
る
瞼
要
の
地

に
三
寺
院
を
置
か
れ
た
の
も
、
他
日
有
事
の
日
に
備
へ
ん

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
七
　
（
五
九
一
）

」
ミ



　
　
　
第
十
一
巷
　
　
雄
　
纂
　
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

が
嘗
め
に
、
早
く
か
ら
着
膨
に
穿
て
計
書
さ
れ
た
秘
策
な

の
で
あ
ら
う
。
南
朝
に
於
て
寺
院
を
城
郭
に
使
矯
さ
れ
た

こ
ε
は
、
，
山
城
の
笠
置
城
、
奥
州
の
盤
山
城
の
や
う
な
著

し
い
例
謹
が
あ
る
Q

　
賀
名
生
の
三
寺
の
内
で
は
、
崇
徳
寺
は
形
勝
に
於
て
最

も
劣
り
、
鎭
國
寺
は
最
も
勝
れ
て
み
て
、
地
域
も
廣
い
。

否
傷
心
生
の
峡
谷
中
に
於
て
、
鎮
笠
寺
¢
占
居
地
の
如
き

形
勝
は
他
に
之
を
求
め
難
い
の
で
あ
る
。
殊
に
鎭
國
寺
は

後
醍
醐
天
皇
の
勅
願
寺
で
あ
っ
た
ご
傳
へ
ら
れ
、
生
誕
、

崇
幅
二
寺
の
早
く
議
し
て
何
物
を
も
存
せ
諏
今
日
に
煮
て

さ
、
や
か
な
り
ご
は
雄
も
堂
宇
を
存
し
、
其
の
附
近
二
三

町
の
間
に
は
古
い
屋
敷
跡
ら
し
い
所
が
あ
ち
ら
こ
ら
ら
に

あ
っ
て
、
礎
石
な
ざ
の
罷
っ
た
所
も
あ
る
定
云
ふ
こ
ご
を

林
氏
が
吉
野
名
勝
誌
に
書
い
て
居
ら
れ
る
。
此
等
は
供
奉

の
公
卿
達
の
住
居
の
跡
で
あ
ら
う
。
以
上
の
事
實
か
ら
推

し
て
も
、
窒
素
寺
の
地
が
賞
爵
の
皇
居
で
あ
っ
た
こ
ご
を

考
へ
し
む
る
に
足
る
の
み
な
ら
す
、
之
を
地
理
及
び
道
路

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
入
　
（
五
九
二
）

綱
の
上
よ
り
考
ふ
る
に
、
鎭
國
寺
の
地
は
恰
も
賀
名
生
谷

の
中
心
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
黒
瀧
川
を
隔
て
た
野
岸
の
大

欝
川
は
．
紀
州
の
富
貴
を
経
て
高
野
幽
へ
行
く
遽
や
、
長

坂
を
経
て
天
辻
の
方
へ
出
て
行
く
滋
路
の
分
岐
黙
に
な
っ

て
み
る
。
此
等
の
黙
か
ら
考
へ
て
も
、
南
朝
の
皇
居
は
ざ

う
し
て
も
、
鎭
國
寺
で
あ
っ
た
ご
思
ふ
。

　
鎭
國
寺
が
皇
居
で
あ
っ
た
な
ご
、
云
ふ
こ
ご
は
、
固
よ

り
何
の
書
物
に
も
記
さ
れ
一
、
み
な
い
。
し
か
し
私
は
、
其

の
書
物
に
記
さ
れ
て
み
な
い
の
が
、
却
て
興
を
得
π
も
の

で
あ
ら
う
ご
思
ふ
の
で
あ
る
。
全
腱
吉
野
ほ
ご
鶴
史
蹟
、

儒
文
書
、
筆
記
鎌
の
多
い
所
は
な
い
の
で
、
迂
澗
し
て
み

る
ご
忽
ち
其
の
渦
中
に
憲
き
込
ま
れ
、
懸
物
の
爲
に
胡
魔

化
さ
れ
て
了
ふ
◎
鎭
國
寺
皇
居
の
こ
と
が
如
何
は
し
い
記

録
に
累
さ
れ
す
し
て
君
徳
に
至
っ
た
の
は
、
最
も
幸
騙
で

あ
っ
た
。
書
落
は
な
く
で
も
．
由
河
の
形
容
が
昔
を
語
る

黒
淵
崇
輻
寺
の
黒
木
御
所
阯
の
こ
ご
を
記
し
た
の
は
享
保

の
『
大
和
志
』
が
初
め
で
、
吉
野
蕎
事
記
に
は
、
ま
だ
何
事



も
書
い
て
み
な
い
。
そ
こ
を
後
村
上
天
皇
の
行
宮
趾
に
擬

す
る
こ
と
も
、
極
近
世
に
な
っ
て
か
ら
云
ひ
出
し
た
こ
ご

な
の
で
あ
ら
う
。
私
は
重
ね
て
云
ふ
、
桑
名
生
の
皇
居
は

断
じ
て
鎭
國
寺
の
地
で
あ
る
ご
。

　
鎭
王
寺
の
草
創
年
代
は
、
他
の
華
藏
院
、
崇
輻
寺
等
ご

共
に
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
姑
く
私
を
し
て
想
像
を
逞
く

す
る
こ
ご
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
後
村
上
天
皇
が

型
名
生
に
遜
幸
の
初
め
に
於
て
特
に
鎮
護
斉
家
の
御
所
願

の
爲
め
に
御
建
立
あ
ら
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
同
時
に
其
の

寺
内
を
皇
居
に
定
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
Q
そ
れ

は
彼
の
吉
野
蕾
事
記
や
大
和
志
に
鎭
國
寺
を
後
醍
醐
天
皇

の
勅
願
所
ご
云
っ
た
の
に
も
思
ひ
合
さ
れ
る
が
、
其
の
後

醍
醐
天
皇
は
、
恐
く
後
村
上
天
皇
の
誤
傳
で
あ
ら
う
。
し

か
し
黒
淵
の
崇
濡
寺
玩
を
黒
木
御
所
鮭
ご
云
ひ
傅
へ
て
る

る
の
も
、
全
く
糠
の
な
い
こ
ご
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い

或
は
鎭
國
寺
の
建
築
工
事
の
竣
工
す
る
ま
で
の
間
、
以
前

か
ら
存
在
し
て
み
た
崇
編
寺
を
以
て
假
の
御
座
所
に
宛
て

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
糠
靴
　
纂
…
　
管
ハ
〃
鰯
塗
の
行
宮
に
つ
い
て

ら
れ
た
の
で
も
あ
ら
う
。

　
尊
皇
名
生
の
皇
居
に
鯛
聯
し
て
一
考
を
要
す
る
も
の
は

正
李
七
年
か
ら
九
年
ま
で
三
年
間
、
北
朝
の
三
上
皇
ご
磨

大
弟
ご
が
遷
さ
れ
て
ゐ
ら
れ
た
其
の
御
幽
居
の
地
黙
で
あ

る
。
私
は
そ
れ
が
或
は
崇
旙
寺
あ
た
う
で
あ
っ
淀
の
で
は

な
か
ら
う
か
ε
思
ふ
。
故
北
畠
治
房
男
は
其
の
著
伊
勢
國

司
源
博
論
忽
略
や
古
蹟
辮
妄
に
於
て
、
和
田
の
華
藏
院
阯

を
以
て
そ
れ
に
擬
せ
ら
れ
た
が
、
既
に
本
稿
に
於
て
私
が

縷
述
し
た
如
く
、
彼
の
地
貼
は
賀
名
生
谷
の
最
外
側
で
、

敵
蕪
の
爲
に
容
易
に
之
を
奪
還
さ
れ
る
虞
が
あ
わ
、
且
御

脱
出
に
も
最
も
御
便
宜
の
地
で
あ
る
。
か
た
み
＼
以
て
、

あ
の
や
う
な
所
に
さ
る
重
い
方
々
を
置
き
奉
ら
れ
た
こ
は

考
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
黙
に
於
て
も
、
馨
編
寺

の
方
が
遙
に
有
利
の
地
で
あ
る
こ
ご
が
知
ら
れ
や
う
。

八
、
明
石
山
灘
源
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
し

嘉
名
生
の
奥
の
宗
廟
村
大
字
坂
憲
に
、
明
石
山
ご
云
ふ

　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
九
　
（
五
九
三
）



　
　
　
第
十
凶
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
賀
名
生
の
行
宮
に
つ
い
て

所
が
あ
る
。
そ
こ
の
繹
源
寺
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
蹄
依
僑

で
あ
っ
た
三
光
里
雪
の
開
墓
ビ
絶
せ
ら
れ
て
る
る
。
帥
ち

吉
野
奮
事
記
に
「
宗
川
郷
坂
凶
器
瑞
石
山
灘
源
寺
心
身
良

之
法
燈
三
明
國
師
之
二
世
雲
樹
三
光
國
聖
篭
開
基
也
急
っ
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輝

昔
當
山
里
亀
有
放
光
石
塁
以
號
瑞
石
山
尖
要
石
山
灘
源
寺

之
額
者
後
醍
醐
帝
之
震
筆
也
」
ご
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
其
の
聖
書
寺
の
建
築
物
は
去
る
大
正
十
三
年
の
十
同
月

に
火
災
に
罹
っ
て
全
倶
し
、
今
で
は
綿
屋
で
あ
る
。
そ
こ

は
熊
野
街
園
か
ら
左
へ
十
五
六
町
も
登
っ
た
高
い
山
の
上

で
、
脚
下
に
賀
名
生
の
峡
谷
ご
僻
敵
す
べ
く
、
殊
に
南
方

の
天
宇
に
一
大
パ
ノ
ラ
マ
の
如
く
連
亙
し
た
天
ノ
川
並
の

大
山
賑
に
甥
す
る
雄
大
な
る
眺
望
は
、
一
寸
他
に
類
が
な

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
九
〇
　
（
五
九
四
）

い
。
其
の
地
形
は
賀
名
生
の
詰
の
城
ご
し
て
最
も
理
想
的

の
所
で
あ
る
。
若
し
賀
名
生
の
皇
居
が
危
瞼
に
照
っ
た
な

ら
ば
、
主
上
を
此
の
天
河
に
迎
へ
奉
る
べ
く
、
そ
れ
で
も
い

け
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
背
後
の
天
ノ
川
、
十
津
川
へ
捺

ら
う
。
恐
く
こ
れ
が
南
朝
の
秘
策
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
私
は
之
を
南
朝
の
寺
院
城
郭
政
策
か
ら
考
へ
て

も
、
將
た
又
親
房
公
の
智
謀
絶
倫
で
あ
っ
た
黙
か
ら
考
へ

て
も
、
艦
名
生
の
朝
廷
に
於
て
そ
れ
位
の
局
到
な
用
意
は

出
家
て
る
た
も
の
ε
信
ず
る
。
兎
も
角
も
明
石
山
暉
源
寺

な
る
も
の
は
、
賀
名
生
史
蹟
の
研
究
に
當
り
、
必
ず
考
慮

を
佛
は
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
大
正
一
四
・
五
・
三
一
稿
・
一
五
・
三
・
五
補
）


